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告 示■

◎群馬県告示第３４４号

知事が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う県税に係る手続等の

根拠となる法令等の告示（平成１７年群馬県告示第６９０号）の一部を次のように改正し、平成２４年１１月２６

日から施行する。

平成２４年１１月１６日

群馬県知事 大 澤 正 明

表１地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の部第５３条（法人等の道府県民税の申告納付）の項中「第２８

項」の次に「、第４４項、第４５項」を加え、同部第７２条の２５（中間申告を要しない法人の事業税の申告納

付）の項中「第３項（」の次に「承認及び」を、「第５項（」の次に「承認及び」を加え、同部第７２条の２８

（中間申告を要する法人の確定申告納付）の項中「第２項（」の次に「承認及び」を加え、同部第７２条の２９

（清算中の法人の各事業年度の申告納付）の項中「第２項」の次に「（承認及び申告に係る手続等に限る。）」を

加え、同表に次のように加える。

３ 群馬県県税条例（昭和２５ 第５０条の２（事業開始等の申 第１項（法人の設立に係る手続等に限
年群馬県条例第３２号） 告義務） る。）、第２項（法人の事務所又は事業所

の設置に係る手続等に限る。）、第７項
（申告をした事項の変更にあっては、法人
の設立又は法人の事務所若しくは事業所の
設置に係る手続等に係るものに限る。）

◎群馬県告示第３４５号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。

平成２４年１１月１６日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 解除予定保安林の所在場所 吾妻郡長野原町大字川原湯字金花山４５４（国有林。次の図に示す部分に限

る。）、甲５２５・甲５３１・５４０の２（以上３筆について次の図に示す部分に限る。）、乙５３１

２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

３ 解除の理由 道路用地及び公共施設用地とするため

「次の図」は、省略し、その図面を群馬県環境森林部森林保全課及び長野原町役場に備え置いて縦覧に供する。

◎群馬県告示第３４６号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中部県民局渋川土木事務

所において一般の縦覧に供する。

平成２４年１１月１６日（金） 群 馬 県 報 第９０４６号
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平成２４年１１月１６日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 下久屋渋川線 渋川市赤城町津久田１９４番の１地先 前 ５．０～１９．０ ４９６．５
から同市同字間ノ田２７１番の１地先 １５．０～３６．０ ４１４．０
まで

後 １５．０～３６．０ ４１４．０

◎群馬県告示第３４７号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第６条第１項の

規定により、次の表に掲げる土地の区域を土砂災害警戒区域として指定する。

平成２４年１１月１６日

群馬県知事 大 澤 正 明

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

土砂災害の発生 土砂災害の発生
建築物に作用

区域の名称 所在地 指定の区域 原因となる自然 区域の名称 所在地 指定の区域 原因となる自然
すると想定さ

現象の種類 現象の種類
れる衝撃に関

する事項

戸鹿野 沼田市清水町 別図のとおり 地滑り なし なし なし なし なし

上南 沼田市上発知町 別図のとおり 地滑り なし なし なし なし なし

平出 沼田市白沢町 別図のとおり 地滑り なし なし なし なし なし

岩室 同上 同上 同上 なし なし なし なし なし

下川田町 沼田市下川田町 別図のとおり 地滑り なし なし なし なし なし

穴原 沼田市利根町 別図のとおり 地滑り なし なし なし なし なし

柿平 同上 同上 同上 なし なし なし なし なし

「別図」は省略し、群馬県利根沼田県民局沼田土木事務所及び沼田市役所に備え置いて縦覧に供する。

◎群馬県告示第３４８号

一般証紙の証紙売りさばき人の指定の告示（平成３年群馬県告示第３５５号）の一部を次のように改正し、平成

２４年９月２９日から適用する。

平成２４年１１月１６日
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平成２４年１１月１６日（金） 群 馬 県 報 第９０４６号

群馬県知事 大 澤 正 明

「前橋自動車教習所 前橋市関根町甲３９０」を「前橋自動車教習所 前橋市関根町二丁目１―１８」に改める。

◎群馬県告示第３４９号

一般証紙の証紙売りさばき人の指定の告示（平成３年群馬県告示第３５５号）の一部を次のように改正し、平成

２４年１０月２３日から適用する。

平成２４年１１月１６日

群馬県知事 大 澤 正 明

「伊藤登云 渋川市渋川２６９３（いとう衣料品店）
を「伊藤登云 渋川市渋川２６９３（いとう衣料品

福島莊太郎 渋川市渋川３６５８―２２（福島屋）」

店）」に改める。

公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

の申請があったので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から２月間、同項に規定する定款等の書類を群馬県生活文化部ＮＰ

Ｏ・多文化共生推進課において縦覧に供する。

平成２４年１１月１６日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成２４年１０月１６日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人自由が丘ｉｓｔ

３ 代表者の氏名 中村紀雄

４ 主たる事務所の所在地 前橋市富士見町引田１１１番地

５ 定款に記載された目的 この法人は、少子晩婚化が進む地域に対して、セミナー・講演会などの啓蒙活動及び

公共交通機関を使った婚活の支援に関する事業を行い、まちづくりの推進、子どもの健全育成、経済活動の活性

化に寄与することを目的とする。

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

の申請があったので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から２月間、同項に規定する定款等の書類を群馬県生活文化部ＮＰ

Ｏ・多文化共生推進課において縦覧に供する。

平成２４年１１月１６日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成２４年１０月３１日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人草の根国際協力研修プログラム
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平成２４年１１月１６日（金） 群 馬 県 報 第９０４６号

３ 代表者の氏名 川嶋辰彦

４ 主たる事務所の所在地 館林市本町一丁目１番４３号

５ 定款に記載された目的 この法人は、国際ヴォランティア活動を普及・振興するための「教育、実践、及び研

究」を目的とする。

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

の申請があったので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から２月間、同項に規定する定款等の書類を群馬県生活文化部ＮＰ

Ｏ・多文化共生推進課において縦覧に供する。

平成２４年１１月１６日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成２４年１１月１日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人鳴神の自然を守る会

３ 代表者の氏名 山本芳正

４ 主たる事務所の所在地 桐生市相生町１丁目２５９番地の２

５ 定款に記載された目的 この法人は、鳴神山の自然に対して、自然保護に関する事業を行い、自然環境保全に

寄与することを目的とする。

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９５条第３項において準用する同法第１０条第１項の規定により、

東別所土地改良事業共同施行（区画整理）を平成２４年１１月５日認可した。

平成２４年１１月１６日

群馬県知事 大 澤 正 明

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定により、土地改良事業の工事の完了につ

いて次のとおり届出があった。

平成２４年１１月１６日

群馬県知事 大 澤 正 明

土地改良事業の名称 施行者の名称 工事完了年月日

金井南平土地改良事業（区画整理） 金井南平土地改良区 平成２３年３月２５日
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平成２４年１１月１６日（金） 群 馬 県 報 第９０４６号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、次のとおり土地改良区役員の就任及

び退任の届出があった。

平成２４年１１月１６日

群馬県知事 大 澤 正 明

理 事
土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

の 別

天狗岩堰 理 事 再 任 齋藤治通 前橋市石倉町五丁目７番地４

同 同 深澤秀夫 高崎市小八木町１０９７番地

同 同 長井宇太郎 同 貝沢町２１２１番地

同 同 羽鳥勝之 佐波郡玉村町大字板井１３７５番地

同 同 小内敬太郎 同 同 大字川井６７４番地

同 新 任 都丸耕治 前橋市総社町２４１４番地

同 同 髙橋金平 同 稲荷新田町５２９番地

同 同 阿久沢正毅 高崎市新保町７４４番地

同 同 大谷太久次 同 島野町６４０番地

同 同 天田尚二郎 同 下滝町３５７番地

同 同 關根春生 佐波郡玉村町大字角渕２２０６番地

同 退 任 大山栄一 前橋市総社町総社２００４番地

同 同 牛込勝正 同 下新田町８２９番地１

同 同 須藤哲次 高崎市日高町１９２番地

同 同 清水長流 同 京目町１０４番地

同 同 青野四十二 同 上滝町１９４番地１

同 同 川野輝夫 佐波郡玉村町大字角渕２０００番地１

監 事 新 任 中林征也 前橋市上新田町９７６番地

同 同 武井正利 高崎市正観寺町１０１０番地

同 同 松本貞紀 同 京目町１２５６番地

同 同 冨田淳 佐波郡玉村町大字上新田１６８４番地

同 退 任 都丸耕治 前橋市総社町総社２４１４番地

同 同 高橋清 高崎市新保田中町４５８番地

同 同 天田尚二郎 同 下滝町３５７番地

同 同 徳江清東 佐波郡玉村町大字下之宮５１４番地１
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